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Introductory Seminar 
Grid-Interconnected Photovoltaic Power Systems in Maldives 

Japan International Cooperation Agency (JICA) 

Common Interests for Maldives and Japan: 
Both countries are island countries with no viable fossil fuel resources, and committed the protection of 
Global Environment. 

Japanese Past Experience of Energy Crises and Technical Development: 
During 1960s and 1970s, Japanese economy developed rapidly, which was phrased as “Japanese Economic 
Miracle” after the devastation of World War II.  However, Japanese economy was vulnerable to the Oil 
Crises, because Japanese economy was heavily dependent on imported oil.  The impact of Oil Crises was 
immense.  Japanese private industries together with Japanese Government started technical development 
for energy conservation and further utilization of domestic energy resources, new and renewable energy.  
One of the important domestic energy resources is photovoltaic.  Japanese Government has exerted strong 
efforts to assist private companies for developing PV technologies as well as the popular usage of PV 
systems.  As a consequence, interconnected PV systems are installed in many places throughout Japan. 

Efforts by Maldives Government: 
Maldives Government has started its efforts to utilize PV energy for power supply and requested Japanese 
Government to extend the technical cooperation.  However, the experience of interconnected PV systems 
is minimal in Maldives.  Because the issues of introducing interconnected PV systems are not related not 
only technical aspects, but also policy and institutional aspects, it is important for Maldives Government to 
understand the features of interconnected PV systems in various aspects. 

The purpose of Introductory Seminar: 
The purpose of the seminar is to inform the key government officers of the technical, and policy and 
institutional features of PV systems based on the past Japanese experience, so that this coming JICA 
technical cooperation in this field would be carried out effectively and efficiently. 

Presentations in the Seminar: 
(a) Technical Features of PV Systems and Potential Usage in Maldives 
By Mr. Masahiro Kaimoto, JICA consultant, Senior Consultant, ICONS INTERNATIONAL 
COOPERATION Inc. 
(b) Policy and Institutional Features of PV Systems and Possibility of CDM (Clean Development 
Mechanism) 
By Noboru Yumoto, JICA consultant, Executive Director, Energy & Environment Institute, Inc. 
* Ninety minutes for the presentation, and questions and answers for each session. 

Expected Participants: 
Senior government officers and other officers in charge of energy related policy and projects, such as 
Ministry of Environment, Energy and Water (MEEW), Ministry of Construction and Public 
Infrastructure(MCPI), Ministry of Tourism and Civil Aviation, Male’ Municipality, STELCO. 
Senior officers and other officers in charge of energy related business and city planning, such as HDC, STO, 
Maldives Gas. 

４．セミナー資料 
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AGENDA 
Introductory Seminar 

Grid-Connected Photovoltaic Power Systems in Maldives 

28th August 2008, From 9:00 to 12:30 

STELCO 5th Floor Training Room 

1. Welcome remarks by Ministry of Environment, Energy and Water 

2. Introduction by JICA Preparatory Study Mission Leader 

3. Presentation 1 
Photovoltaic Power Generation Technology 
by Mr. Masahiro Kaimoto, JICA consultant (Senior Consultant, ICONS International Cooperation Inc.) 
Presentation for 45 minutes. Q & A for 45 minutes. 

Tea Break (20 minutes) 

4. Presentation 2 
Japanese Experience on PV Development and Dissemination 
By Noboru Yumoto, JICA consultant (Executive Director, Energy & Environment Institute Inc.) 
Presentation for 45 minutes. Q & A for 45 minutes. 
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No. 資料の名称 資料の形態 
発行機関 
入手機関 

1 Maldives National Building Code Handbook, 
MCPI, August, 2008 

冊子 MCPI 

2 MEEW 組織図 ソフトコピー MEEW 

3 MEEW エネルギーセクション組織図 ソフトコピー MEEW 

4 MEA 組織図 ソフトコピー MEA 
5 MEA 組織別業務内容図 ソフトコピー MEA 
6 MEA 関係者図 ソフトコピー MEA 
7 フルマレ島土地利用計画図 ソフトコピー HDC 
8 フルマレ島開発状況の推移 

（上空からの写真映像） 
ソフトコピー HDC 

9 STELCO部門別電力需要の推移 

（マレ島及びフルマレ島） 
ソフトコピー STELCO 

10 STELCO 発電機一覧 

（マレ島及びフルマレ島） 
ソフトコピー STELCO 

11 フルマレ島配電系統図 ソフトコピー STELCO 

12 フルマレ島配電システム図 ソフトコピー STELCO 

 
 

５．収集資料リスト 
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日時 ：2008 年 8 月 22 日 
訪問先：在スリランカ日本大使館 
参加者：林二等書記官、飯田所員 
訪問者：林団長、湯元団員、皆元団員、篠田（記） 
 
概要：冒頭、双方から挨拶、及び調査団から調査の概要説明をしたのち、協議を行った。主な協

議概要は以下のとおり。 
 
・マレにおける電源として発電船も可能性があるのではないか。（林書記官） 
→導入は可能であろうが、ディーゼル燃料代の節約にはならない。（林団長） 
 
・太陽光発電（PV）の導入が燃料代節約の方策というのは理解できるが、PV をモルディブの主

電源とするのは難しいように思うが如何。（林書記官） 
→メインの電源にはならない。PV 導入の主目的は燃料代を節約することである。また PV を導入

することでサプライサイドマネジメントとなる。あわせて省エネなどのデマンドサイドマネジ

メントを考えるよい機会となると思料。モルディブが国の方策としてエネルギーセキュリティ

の観点から電力政策を検討することが重要である。（林団長） 
 
・フルマレ島は現在開発中であり、現段階で例えば無償資金協力で PV 設置を想定するのは難し

いものと思料。（林書記官） 
→PV は分割可能な技術であり、資金目処や設置場所が確定したものから段階的に設置が可能であ

る。フルマレ島については、現在すでに建設されている建物の屋根に PV を導入することを想

定し、フィージビリティ・スタディ（F/S）調査を行う。（林団長） 
→現段階においては、今後フルマレ島に PV 設置が促進するように、フルマレ開発公社（HDC）

の開発計画に PV を設置するよう働きかけることが重要であると思料。（篠田） 
 
・省エネ啓蒙活動とは具体的に如何。（林書記官） 
→本格調査内で、エネルギーセキュリティ上、省エネが必要であることを関係省庁にセミナーを

行い、理解を促進させることを想定している。同時に、モルディブの一般国民向けにセミナー

を実施し、PV 及び省エネの啓蒙を促進させることを考えている。（林団長） 
→PV による売電が省エネのインセンティブになるかとは思うが、電気料金を値上げすることが省

エネ促進に最も効果的であると思われる。（林書記官） 
→政治的に電気料金を値上げすることは難しい。一方でメンテナンス等費用まで回収できない電

気料金設定であり、昨今の原油高もありモルディブ電力公社（STELCO）の財政状況は悪化し

ている。この状況において、PV 設置の意義やその技術を STELCO は十分理解し、またエネル

ギーセキュリティ上、再生可能エネルギーの促進、すなわち PV の導入を国家の方針として策

定し推進することが必要である。（林団長） 
 
・事業化の資金については優先度等を勘案し、引き続き検討する必要があるものと思われる。事

業規模はどのくらいになることが想定されるか。（林書記官） 

６．訪問議事録 
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→現在 PV パネル価格が高騰していることや具体的にどのくらいの容量を設置できるかによるの

で、金額を想定することは難しい。本格調査内で詳細に検討することを考えている。（篠田） 
→パネルについていえば、参考として NEDO 価格で 76 万円/Kw 程度で、日本では 32.6 円/Kwh

である。一方でマレの日射量は日本の 1.6 倍であることから、より廉価な発電コストとなる。

また購入するパネルのユニット数などに応じて価格が下がるものと思われる。（湯本団員） 
→無償資金協力の要請の取り付け時期としては、調査終了が来年度であることから、再来年度に

取り付けることを考えるが、その場合、実施が 2011 年となる。2011 年モルディブが無償卒業

国であることから、来年度から要請を取り付けることを検討したい。（飯田所員） 
 
・モルディブでの調査終了後に再度大使館に調査内容について報告願いたい。9 月 2 日、多賀参

事官が対応する。（林書記官） 
→了解した。（篠田） 
 

以上 
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日時 ：2008 年 8 月 22 日 
訪問先：JICA スリランカ事務所 
参加者：鈴木所長、西野次長、飯田所員 
訪問者：林団長、湯本団員、皆元団員、篠田（記） 
 
概要：冒頭、双方から挨拶、及び調査団から調査の概要説明をしたのち、協議を行った。主な協

議概要は以下のとおり。 
 
・本格調査の団員人数は如何。（鈴木所長） 
→5～6 名程度になるものと思われる。団長/総括、配電、PV 発電、建築、財務分析、クリーン開

発メカニズム（CDM）/省エネ団員が想定される。（篠田） 
 
・財務分析上、PV 導入はフィージブルといえるのか。（西野次長） 
→本格調査内で詳細に検討し、判断することになる。一方で、国家開発計画のなかで再生可能エ

ネルギーを 10％活用するとの方針が出されており、また、エネルギーセキュリティ上、政治的

に PV 導入を検討するべきである。確かに PV 導入は費用がかかるが、どのような条件であれ

ばフィージブルかを本格調査内で検討したい。（林団長） 
 
・参考情報として 10 月 10 日までに大統領選挙がある予定である。モルディブはガユーム大統領

が長期政権を樹立しているが、今回は初めて野党が対立候補を出すことを認めている。野党に

とり、ODA を含む海外からの援助は現政権を擁護する手段として批判的にとらえている可能性

があり、政権が変わる場合、影響を及ぼす可能性があるのでご留意願いたい。（鈴木所長） 
 
・マレ島、フルマレ島の系統をつなげることはできないか。（鈴木所長） 
→マレ首都圏の系統をつなげる構想はあるが、実現は難しいものと思われる。よって PV の導入

もマレ島、フルマレ島別個に検討する必要がある。（篠田） 
 
・本案件の事業化について環境プログラム無償のスキームは適応可能か。（鈴木所長） 
→可能であると思われる。また無償資金協力の見返り資金がモルディブは約 6 億円積み立てがあ

ると聞いている。もし見返り資金の一部を活用可能であればパイロット・プロジェクトを実施

することが可能であり、系統連系 PV システムの導入には非常によい機会となるであろう。（篠

田） 
→今次 JBIC と統合になることもあり、事業化については JICA 内で検討することが必要である。

（鈴木所長） 
 
・案件名の変更について、実施機関での名称変更ではなく、国際約束上の名前を変更した方が混

乱をきたさないものと思われる。大使館を通じて手続きを行うことは可能であると思われる。

（西野次長） 
→当方で案件名の変更について何例か手続きの実績があるため、手続きを確認したい。（篠田） 

以上 
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日時 ：2008 年 8 月 24 日 
訪問先：外務省外部資源局（DER） 
参加者：Dr. Hussain Niyaaz、Ms. Aishath Azeema 
訪問者：林団長、湯本団員、皆元団員、篠田（記）、野々部モルディブ駐在員事務所長 
 
概要：冒頭、双方から挨拶、及び調査団から M/M 及び S/W 案を説明をしたのち、協議を行った。

主な協議概要は以下のとおり。 
 
・本件事業化の資金目処については如何。（林団長） 
→具体的な検討は調査結果が出そろってから検討したいが、無償資金協力については海岸保全プ

ロジェクトが第一優先プロジェクトである。PV はセカンドプライオリティである。なお、資

金スキームとしてはクールアーススキームも検討したい。また、他ドナーとして国連開発計画

（UNDP）や風力の導入を図っている STO が考え得る。（Dr. Hussain Niyaaz） 
 
・資金スキームとしては無償資金協力の見返り資金も考え得ると思われるため検討いただきたい。

（篠田） 
→検討したい。（Dr. Hussain Niyaaz） 
 
・社会的指標（Social Indicator）を図る上で重要な基礎教育分野に対して、日本の無償資金協力が

これまで協力してきていることに感謝したい。（Dr. Hussain Niyaaz） 
 
・環境・エネルギー・水省（MEEW）及び STELCO から本開発調査に係る C/P 研修実施の要望が

出された。C/P 研修実施のためには別途要請が必要となるため、早期に外務省外部資源局（DER）
から要請を出せるよう準備いただきたい。（篠田） 

→了解した。（Dr. Hussain Niyaaz） 
 
・本開発調査の案件名を変更することですでに合意しているが、今後、国際約束上の名称変更手

続きが必要となる。在スリランカ日本大使館から手続きがなされるものと思われるが、DER に

も必要な手続きをお願いしたい。（篠田） 
→了解した。（Dr. Hussain Niyaaz） 
 

以上 
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日時 ：2008 年 8 月 24 日 
訪問先：環境・エネルギー・水省（MEEW） 
参加者：Mr. Razaak Idris, Mr. Ahamed Ali. Mr Wahid, Mr. Ghaam 
訪問者：林団長、湯本団員、皆元団員、篠田（記）、野々部モルディブ駐在員事務所長 
 
概要：冒頭、双方から挨拶、及び調査団から調査の概要説明をしたのち、協議を行った。主な協

議概要は以下のとおり。 
 
・調査対象に、民間企業や個人が PV を設置した場合に必要となる法律・規制の検討を含めてほ

しい。（Mr. Razaak Idris） 
→住民は PV システム設置に興味をもつであろうか。（林団長） 
→興味をもつであろう。住民にとり、電気代を節約することは重大な関心事項である。マレの電

力量のピークは昼間で、主にクーラーである。（Mr. Razaak Idris） 
→本格調査でセミナーを開催し、住民に対して PV のみならず、省エネについても啓蒙を行うこ

とを考えている。（林団長） 
 
・モルディブ人は新しいことをし始めると、皆がほしがるものである。PV 設置もそうなるであ

ろう。個人宅が導入を始めた際に、STELCO が必要な規制やガイドラインを準備できなかった

ら間に合わない。そこで、調査で日本経験を共有していただき、基本的な規制やガイドライン

の検討をしていただきたい。（Mr. Razaak Idris） 
→PV システムの導入にあたって、STELCO 自身が PV システムや運用方法を理解することが重要

である。（湯本団員） 
→規制やガイドラインの作成についてスコープに入れるよう検討したい。（林団長） 
 

以上 
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日時 ：2008 年 8 月 24 日 
訪問先：モルディブ電力公社（STELCO） 
参加者：Mr. Mohamed Latheef、Mr. Ibrahim Afhif、Mr. Ahemd Niyaz、Mr. Azzam Ibrahim 
訪問者：林団長、湯本団員、皆元団員、篠田（記）、野々部モルディブ駐在員事務所長 
 
概要：冒頭、双方から挨拶、及び調査団から調査の概要説明をしたのち、協議を行った。主な協

議概要は以下のとおり。 
 
・28 日木曜日に開催予定のセミナー会場を手配いただきたい。（林団長） 
→了解した。50～60 名参加可能なセミナールームを手配する。（Mr. Mohamed Latheef） 
 
・本格調査で STELCO 側から経費を支出する必要がある場合は言っていただきたい。現在、来年

度の予算を要求する時期である。（Mr. Ibrahim Afhif） 
 
・本調査の成果は F/S レポートであり、事業化することが重要である。事業化するための資金に

ついては如何。（林団長） 
→現在、離島の PV 及び風力発電導入のために、財務省に銀行から融資を得られるように要望を

出している。逆に資金のアイディアはないであろうか。（Mr. Mohamed Latheef） 
→日本のスキームとして考えうるのは円借款と無償資金である。JICA と JBIC は今年 10 月で統合

し、JICA が円借款を担うことになるが、モルディブについては津波復興の円借款案件の進捗が

遅れているため、新規案件は難しいものと思われる。（林団長） 
→ヨーロッパの銀行からの貸付は実績もあるため検討に値するかもしれない。（Mr. Ahemd Niyaz） 
 
・マレにおける PV 設置サイトの検討をお願いしたい。今回の訪問でスタジアムを視察したいが

アレンジ可能か。（林団長） 
→ポテンシャルサイトのリストアップについて了解した。またスタジアムのアレンジは可能であ

る。（Mr. Mohamed Latheef） 
→設置面積に対しての設置容量はどれくらいか。（Mr. Ahemd Niyaz） 
→通常 10m2 で 1kW 程度である。（湯本団員） 

以上 
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建設・公共インフラ省（MCPI） 
日時：2008 年 8 月 25 日 10：00～11：00 
場所：MCPI 会議室 
面談者：Mr. Abdulla Naushad, Permanent Secretary 
調査団：林団長、篠田団員、皆元団員、湯本（記）、野々部モルディブ駐在員事務所長 
 
面談内容： 
・ ビルディングコードは、最近、正式に発行されたが、あくまでもガイドラインであり強制力は

ない。現在の法律ではビルディングコードの内容をすべて義務づけることができないため、新

たに建築法（Building Act）を来年（2009 年）半ばに制定すべく準備中である。（新憲法が 8 月

に施行された。新憲法では憲法で禁止していない行為は原則自由としている。このため、強制

的な規制を行うためには、すべての分野で今後 1 年以内に法律を整備する必要がある。新憲法

は環境保全のため、すべての開発行為について環境への影響を調査・評価することを義務づけ

ている。）(Mr. Abdulla Naushad) 
 
・今回制定したビルディングコードは、性能基準を示すものであり（performance based code）、性

能の達成方法は建築主に任せるしくみにしている。性能の達成方法については適切な手法を列

記したガイドラインを作成している。今回のビルディングコードは、ニュージーランド、英国

のコードを参考として作成している。(Mr. Abdulla Naushad) 
 
・今回のグリッド PV の F/S 調査には、調査結果をビルディングコードに反映させるために MCPI

は是非参加したい。MCPI から、PV の専門知識はないが 1 人のエンジニアを参加させる意向で

ある。最近策定したビルディングコードは、省エネルギーを考慮した内容であるが、本調査に

おいてその内容が十分かどうか評価を行い、good practice を反映させた内容に修正提案してほ

しい。(Mr. Abdulla Naushad) 
→本格調査では調査の円滑な実施のために関係機関を含めたコーディネーション・コミッティー

（CC）を設置予定である。MCPI からぜひ参加いただきたい。（林団長） 
 
・省エネについては現在マレ島のみに適応させているが、今後は他の離島についても適応できる

ようにしていきたい。なお、人口が多い島については島の拡張を行うことを計画省がすでに決

定している。(Mr. Abdulla Naushad) 
 
・フルマレ島の開発に対して PV 設置や省エネガイドラインの適応をすることは可能であろうか。

（林団長） 
→フルマレ開発公社（HDC）も提言しかできないため、現段階においてガイドラインの導入は難

しいものと思われる。(Mr. Abdulla Naushad) 
以上 
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日時 ：2008 年 8 月 25 日 
訪問先：環境・エネルギー・水省（MEEW） 
参加者：Mr. Razaak Idris, Mr. Ahmed Saleem, Mr. Ahamed Ali. Mr Wahid, Mr. Ghaam 
訪問者：林団長、湯本団員、皆元団員、篠田（記）、野々部モルディブ駐在員事務所長 
 
概要：冒頭、調査団から本格調査の調査概要（Ｓ/Ｗ）説明をしたのち、協議を行った。またポテ

ンシャルサイトである MEEW の屋上の視察を行った。主な協議概要は以下のとおり。 
 
・実施細則（S/W）案について、コメント、修正等あればお願いしたい。（林団長） 
→成果品としては、是非“Action Plan”という形にしていただきたい。また省庁の人材育成が必要

であるために“Technical Capacity Building”を含めてほしい。（Mr. Ahmed Saleem） 
→了解した。（林団長） 
 
・円滑な調査の実施のために、調査開始までに STELCO に PV 設置が可能なポテンシャルサイト

を探すよう MEEW として指示いただきたい。（林団長） 
→了解した。STELCO に指示したい。（Mr. Ahmed Saleem） 

以上 
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日時 ：2008 年 8 月 26 日 
訪問先：フルマレ開発公社（HDC） 
参加者：Mr. Mahjoob Shujau, Managing Director 
訪問者：林団長、湯本団員、皆元団員、篠田（記）、野々部モルディブ駐在員事務所長 
 
概要：冒頭、双方から挨拶、及び調査団から調査の概要説明をしたのち、協議を行った。主な協

議概要は以下のとおり。 
 
・フルマレ島の東部にはサンゴ礁があるので PV を設置することが可能かもしれない。産業地区

の建物は大きな屋根があるのでポテンシャルサイトになりうる。また、住宅地区の屋根や島の

南側の政府が所有する土地は設置のポテンシャルサイトといえるだろう。なおフルマレ島は建

物の高さ制限を行っている。(Mr. Mahjoob Shujau) 
 
・PV パネルの費用を誰がまかなうかが問題であると思料。投資家が導入するというのは考えう

るひとつの方法であろう。(Mr. Mahjoob Shujau) 
 
・マレ島の発電容量は足りていないが、マレ首都圏は系統を連系していないので、他の島が電力

を供給することはできない。系統連系されていないため、それぞれの島が発電しなければなら

ないのは問題である。(Mr. Mahjoob Shujau) 
→マレ島とフルレ島の間は海底が深いため、系統連係には費用がかかるものと思料。（林団長） 
→1986 年の JICA が実施した護岸調査によると海底は 40m ほどでそれほど深くはない。（Mr. 

Mahjoob Shujau） 
 
・マレ島の建物は PV パネル設置に耐えうる構造か如何。（林団長） 
→耐えうるだろうが、小さなコンクリートビルでは屋根をつくらずに、テラスにする傾向がある

ため、PV 導入に対して問題となるかもしれない。(Mr. Mahjoob Shujau) 
 
・本格調査内で設置するコーディネーションコミッティーに是非参加してほしい。（林団長） 
→政府の要請があれば協力に参加したいと考える。(Mr. Mahjoob Shujau) 
 
・電気料金に政府の補助金が導入されていることや、ディーゼル燃料に代る代替エネルギーの導

入という発想はモルディブ人にはないため、本調査で意識の啓発を行うことは効果的であると

思われる。(Mr. Mahjoob Shujau) 
 
・参考までに、最近マレで再生可能エネルギー導入のための会社が立ち上がった。家庭レベルで

の PV 設置等を行っているとのことである。(Mr. Mahjoob Shujau) 
・ STO は CSR の一環として、北部の離島で小規模の風力発電のパイロット・プロジェクトを実

施している。(Mr. Mahjoob Shujau) 
 

以上 
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日時 ：2008 年 9 月 2 日 
訪問先：JICA スリランカ事務所 
参加者：鈴木所長、西野次長、飯田所員 
訪問者：林団長、湯本団員、皆元団員、篠田（記） 
 
概要：冒頭、調査団から調査結果の概要説明をしたのち、協議を行った。主な協議概要は以下の

とおり。 
 
・ PV の導入について、マレ島・フルマレ島での調査をきっかけにモルディブ全土に民間企業を

巻き込んで普及できたらよいものと思われる。（鈴木所長） 
 
・モルディブのリゾートには、先進国から省エネや地球環境に対して意識の高い人が来ているの

で、時流にのって、モルディブ政府が省エネやエコリゾートを政策として導入していくことが

よいものと思われる。（鈴木所長） 
 
・本件に係る事業化、とくに無償資金協力についてモルディブ政府の政策的優先順位の第 1 位は

空港島の海岸保全であり、PV 導入はセカンドプライオリティである。よって本件を第一優先

とするべく大使館と検討を考えたい。（飯田所員） 
 

以上 



－113－ 

日時 ：2008 年 9 月 3 日 
訪問先：日本大使館 
参加者：多賀参事官 
訪問者：林団長、湯本団員、皆元団員、篠田（記）、飯田所員 
 
概要：冒頭、調査団から調査結果の概要説明をしたのち、協議を行った。主な協議概要は以下の

とおり。 
 
・早期に具体的な PV 導入に結びつけることが重要であるが、マレ島・フルマレ島での設置につ

いては、政府の補助金等を導入するべきか。（多賀参事官） 
→リゾート島は事業主の判断で設置すればよいものと思われる。一方で STELCO が設置する PV

については、STELCO 自身が資金源を探していく必要がある。なお、DER は無償資金協力を想

定しているようであった。ただし、PV 導入はセカンドプライオリティであり、空港の海岸保

全が第一優先のようであった。（林団長） 
→国家計画で 10~15％再生可能エネルギーを導入していく方針を掲げている。よって、太陽光の

最大導入容量規模は目標の割合程度となる。マレ島・フルマレ島における最初の導入について

は無償資金協力で支援することが考えられる。（飯田所員） 
 
・今まで PV 導入経験のないモルディブにとって、PV 導入を STELCO 自身が行うのか、フィー

ドインタリフ制度により民間投資を呼び込んで導入を行うかによって、本件への日本の協力の

方法も変わってくる。この点は本格調査の初期の段階において、コンサルタントと先方関係機

関がよく協議して方針を決める必要がある。（湯本） 
→STELCO 自身が PV 導入することに対しての方向性を決めていくことが重要である。（林団長） 
 
・無償資金協力を想定した場合、モルディブの案件は環境プログラム無償になるものと思われる。

なお、環境プログラム無償は必ずしもノンプロジェクト型になるとは限らないものと理解して

いる。（多賀参事官） 
 

以上 
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